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第54回寝屋川市障害者計画等推進委員会 要旨 

 

 

日  時 令和５年11月８日 14:00～15:55 

場  所 保健福祉センター ４階健康指導室 

出席委員 大西委員 奥村委員 北野委員長 朽見委員 笹川委員 志田委員 土佐委員 

栃木委員 冨田委員 中島委員 久澤委員 北條委員 村井委員 

山下副委員長（名簿順） 

欠席委員 上田委員 岸谷委員 乾委員 濱吉委員（名簿順） 

 

手話通訳者の紹介 

 

福祉部長あいさつ 

 本日はお忙しいなか、ご出席いただき感謝する。平素は障害福祉行政の推進に格別なるご理

解ご協力を賜り、厚くお礼を申し上げる。今回の委員会では計画の骨子案をお示ししており、

計画の策定に向けて本格的に動き出す時期となった。委員のみなさまにはそれぞれの専門分野

から、忌憚のないご意見、活発なご議論をいただくとともに、今後も本市の障害福祉施策の推

進にご協力を賜るよう、よろしくお願いする。 

（公務のため退席） 

 

１ 開会あいさつ（北野委員長） 

 今回は第54回の委員会ということで、私も長く参加させていただいている。私はさまざまな

人口規模の自治体の計画の委員をしているが、今回はどこも特色のある計画のイメージがない。

それは、国の政策が不透明で、予算も含めて不明確な施策が多いので謳いにくいためだと聞い

ている。一方、当事者やご家族に聞くと、サービスのメニューは一定あるが事業所や職員が足

りないということで、気になるところである。それでも私たちは、踏ん張って一定レベルの計

画をつくっていきたいと思うので、各委員の建設的なご意見を賜るよう、よろしくお願いする。 

 

会議成立の報告（委員18名中14人の出席により、会議が成立したことを報告） 

資料の確認（当日配付資料として、資料５、資料６を配付） 

事前質問とその回答（事務局が資料６に基づき報告） 

 

２ 案件審議 

(1) ニーズ調査の進捗状況について 

（北野委員長） 

 ニーズ調査の進捗状況について、事務局から説明をお願いする。 

（事務局 資料３～５に基づき説明） 

［補足事項］ 

・書面開催の第53回委員会でのご意見（資料５）をふまえて調査票を作成し、当事者調査は障

害福祉サービス等の利用者と手帳所持者から抽出した3,451人、市民調査は16歳以上の方か

ら無作為に抽出した1,457人を対象として、郵送方式で実施した。返送の締め切りは10月30

日で、現在、最終集計に向けて作業をすすめている。 

・資料３、４は10月23日までに返送された調査票で中間集計を行ったもので、この時点の回収

率は当事者調査が23.1％、市民調査が18.9％である。最終集計では結果の傾向等に変化が生

じる可能性があるため、暫定的なデータとしてご覧いただきたい。 

・今後、調査で把握した当事者のニーズに対応できるよう検討し、計画素案に盛り込んでいく。
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また、今回は長期計画も策定するため、障害者支援に関する市民の意見もお聞きしており、

地域の力をあわせて障害者支援をすすめる方策の検討に反映させていく。 

（北野委員長） 

 質問や意見があれば出してほしい。 

 なければ、次の案件について、事務局から説明をお願いする。 

 

(2) 福祉計画骨子（案）の検討 

（事務局 資料１・２に基づき説明） 

［補足事項］ 

・資料２は、現行計画に基づく事業等の実施状況、成果・課題と次期計画での検討事項を、親

なき後等の問題検討委員会で提起された課題等もふまえて、整理したものである。 

・資料１は、次期計画の骨子の案であり、「基本理念」は、長期的な視野に立った目標のため、

基本的に現行計画の考え方を継承し、国の第５次障害者基本計画の基本理念でも「共生社会」

が掲げられていることや、「地域共生社会」の実現に向けた取り組みと連動した効果的な推

進をめざし、「共生」を加えた。 

・「推進において共有する「視点」」も障害者支援における基本的な考え方として、現行計画を

継承する。 

・長期計画の取り組みの柱となる「６年間の「推進方向」」は、現行計画は６項目で整理して

いるが、障害者支援に関する制度や推進のしくみがさまざまに変化している状況に対応する

ため、寝屋川市におけるしくみを点検し、さらに充実させていくことを第１項目とするかた

ちで５つに再編した。第２項目以降は、現行計画の柱と基本的に同様の区分である。 

・福祉計画で取り組む「３年間の「推進目標」」は、「推進方向」の見直しに対応し、現行計画

の18を14に整理した。各項目の具体的な内容は、資料の検討事項や本日のご議論もふまえて

検討し、次回の計画推進委員会でお示しする「素案」のなかで提示したいと考えている。ま

た、その際には「重点事項」もお示しする。 

・計画を着実に推進するため、これまでと同様に庁内関係課と連携して「計画推進シート」を

作成し、ＰＤＣＩサイクルでの取り組みをすすめていく。次期計画では、自立支援協議会の

各部会との連携の強化など、公民協働での取り組みの推進についても検討していきたい。 

（北野委員長） 

 質問や意見等があれば出してほしい。 

（奥村委員） 

 「推進方向」について６項目の説明があったが、資料のどこに記載されているのか。 

（事務局） 

 資料１の次期計画の骨子案では推進方向を５項目にしたが、現行計画が６項目ということを、

参考として説明したものである。 

（北野委員長） 

 現行計画の構成を配付すれば、わかりやすかったかもしれない。６項目を５項目にした理由

をもう少し説明してほしい。 

（事務局） 

  繰り返しの説明になるが、障害者支援の国の制度やしくみ、府の方針などがさまざまに変化

しているため、寝屋川市の現状の取り組みやしくみを点検して５項目に整理した。取り組む内

容を増やしたり減らすわけではなく、括り方を再編したものである。 

（北野委員長） 

 中身を削るわけではないという理解でよいか。 

（事務局） 

 そのとおりである。 
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（冨田委員） 

 資料１は、国の施策の流れをどこまで次期計画に反映し、市の現状をふまえてどれを課題と

していくのかが、骨子として表現されているのだろうと思う。国が盛んに言っている重層的支

援体制整備が骨子でも資料２でも散見されるが、市としてどういうビジョンを描くのかが見え

てこないなかで、障害分野の計画で表現するのはどうなのかと思う。福祉部としての考え方も

聞きたいので、次回はそれを教えてもらったうえで検討するのが、筋として当然だと思う。 

 事務局の説明で、次期計画では自立支援協議会との連携を深めたいとの提案があったが、今

の最大の懸案は会議の場所である。現在、全体会、部会会議、実務担当の会議、テーマ別の会

議と、府内でもトップクラスの年間100回以上の会議を行っている。コロナ禍のなかでオンラ

インの会議もできるようにしてもらったが、集まってやる方がよい会議もある。しかし、会議

場所の確保がとても難しくなっている。さらに、庁舎が再編され、障害福祉課が本庁に移ると

聞いているが、現在の本庁は会議の場所がないので、さらに確保が難しくなるのではないか。

官民協働ですすめることを計画に記載するのであれば、会議の場所の確保は最低限のインフラ

であり、それがなければ、計画に書いても実現できるのかと、かなり危惧している。 

 この計画では、自立支援協議会での取り組みも含め、子育て支援課、高齢介護室、保健所、

教育委員会などと協議する案件が非常に増えた。国も実務レベルでのさまざまな連携が必要だ

と言っているが、担当者レベルでは顔が見える関係が構築できても、施策レベルの協議は不十

分な部分がみられると思う。例えば、次期の障害児福祉計画では児童発達支援センターの役割

が変わると言われ、４つの中核的な役割が示されているが、この骨子では薄められていると感

じるので、担当の子育て支援課と障害福祉課が十分に協議して、計画案を出してほしい。また、

それをすすめる体制も具体的に示してもらえると、現場も十分に動けると思う。医療的ケア児

の支援についても、寝屋川市はあかつき・ひばり園で対応しているが、療育センターの利用を

前提にしてサポートをする時代ではない。保育所や学校など、地域での支援を希望する子ども

や保護者のニーズを保障する法律ができたことに対応するために、なにをするのか、また、医

療的ケア児支援コーディネーターもあかつき・ひばり園には配置されていないが、今後どうす

るかなどの議論をすすめるしくみは不十分だと思う。 

 細かな話になるが、移動支援や地域活動支援センターなどの地域生活支援事業の報酬単価は、

寝屋川市ではそれぞれ平成24年、平成21年から変わっていない。大阪府の最低賃金は今年の10

月から1,064円になり、平成24年の800円、平成21年の762円から大きく上がっているが、報酬

単価は変わっていない。このような状況のなかで、委員長が最初のお話のように「職員が足り

ない」と言われても、事業所としては手当が難しい状況である。 

 また、ケースワーカーの人数を増やし、研修をしてもらっていることは承知しているが、ベ

テランの人の異動や退職でこの３年に多くが交代して苦労されており、相談してもなかなか話

が通らないことや、障害支援区分の認定が下がっても明確な説明をしてもらえないことなどを、

当事者、事業所や相談支援の人から多く聞いている。私も障害支援区分の認定審査会委員をし

ているが、認定調査の聴き取りでは、特に強度行動障害のある人に対する理解が著しく不足し

ていると思う。支援者は、当事者にしんどい状況が起きないように支援しているが、支援した

結果の状況を見て「支援が要らない」と言われるなど、現場の悲鳴は日に日に高まっている。 

 北河内地域は住宅型有料老人ホームが多く、障害者も入居できるものが増えている。これま

で、障害者の暮らしの場面は入所施設、グループホーム、在宅で議論してきたが、次期計画で

は住宅型有料老人ホームの入居者が激増している現状も検討課題としてあげて、高齢介護室や、

精神障害の人が多く入居していることをふまえて保健所とも、協議する体制を整えてほしい。 

（北野委員長） 

 大事な問題を提起してもらった。重層的支援体制整備には、相談支援の問題と、庁内連携も

含めた支援体制全体の問題があるが、地域福祉計画が上位計画と位置づけられるなかで、障害、

高齢、児童、保健・医療などの連携したしくみがどこまでできるかということを、しっかり認
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識しておいてほしい。会議の場所の確保については、対面での会議が必要な場面がこれからど

んどん出てくるので、市の取り組みを教えてほしい。 

 従事者の処遇改善はどの自治体でも問題だが、地域生活支援事業の報酬単価が昔から変わっ

ていなければ人の確保は大変である。これは大事なことなので、強めの意見を出し、単価のア

ップをめざしてほしいと思う。ケースワーカーの異動や退職の問題もどの市にもあり、ある市

では精神障害者担当の生活保護のケースワーカーは、その人でなければできないということで、

10年間続けてもらっている。公務員のしくみとしては一定期間での異動が当然だが、よい支援

をするために、必要な人をキープするしくみや研修、専門的な資格がある人の採用なども含め

て検討してほしい。 

 住宅確保も大きな問題である。寝屋川市は地域で暮らしている精神障害の人が多く、よい支

援もされているので、有料老人ホームなどの支援の質を確保するためのチェックも含め、必要

なしくみを検討してほしい。 

（事務局） 

 重層的支援体制整備については、先日開催された地域福祉計画の推進委員会で審議された。

今後も主たる議論は地域福祉計画で主導されていくが、高齢分野、障害分野の計画も連携し、

内容を検討していきたいと考えている。 

 庁舎については、来年度に本庁から駅前庁舎への移転を行った後に、福祉部局が本庁に移る

ことになり、現在は移転後のレイアウトの検討をこれから始める段階である。ご要望は理解し

ており、障害福祉課としては活動や会議の場所も極力確保したいと考えているが、他の部局も

同様であり、調整状況の概要が見えた段階でご報告したいと思っている。 

 移動支援の報酬単価について、地域生活支援事業は内容の精査を毎年行っているが、補助金

の基準額をオーバーしているため、単価を上げても追加されず予算的には苦しいが、処遇改善

等についての国の動向をみながら、引き続き考えてきたい。 

 ケースワーカーの問題は、市としても考えなければいけないと思っており、経験年数が浅い

職員が多いなかで業務に影響が出ないように、現場での研修をしながらすすめている。強度行

動障害についても先輩の職員がレクチャーをしているが、不十分な部分あるというご指摘もふ

まえ、さらにすすめていく。人数は中学校区に１人の割合で配置ができ、この体制で中身を充

実する段階に入っているので、引き続き取り組んでいきたい。 

（北野委員長） 

 障害支援区分の認定については、よい支援をしたことで区分が下がると困るので、よくわか

っている人が対応しないといけない。また、研修体制を充実するとともに、現場とのコミュニ

ケーションもしっかり取ってほしい。 

 自立支援協議会は来年度から法定会議として認められ、虐待ケースなどはご本人の了解がな

くても動けることになって、かなり活動範囲が広がるので、会議の場所などが確保できるしく

みにしておかないと支障が出てくると思う。 

 住宅型有料老人ホーム等は、他の自治体でも精神障害者の地域移行が始まったなかで利用さ

れるようになったが、本当にフィットする暮らしの場となり、きちんと支援ができるのかを心

配している。寝屋川市は以前から地域移行の取り組みがすすんでいるので、保健所との連携も

含め、担当課等としっかり検討する場をもってほしいと思う。 

（久澤委員） 

 施設協議会は、現在、23の事業所で運営しているが、この計画を中心となって担ううえでも、

事業所の人材確保は非常に大きな問題になっている。府内のいろいろな事業所に聞いても、派

遣会社や人材紹介会社に依存するということがふつうに起きており、担い手の確保についても

う少し整理し、計画に載せていかないといけない。来年度からの報酬改定も、人材の確保には

つながらないという観測である。そのなかで、例えば、生活介護は現在よりも長い時間区分が

でき、職員にすべての負担がかかってくる。これまで寝屋川市では、社会福祉法人が中心にな
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って障害者支援をしてきた。施設協議会にも一部の会社やＮＰＯが加盟しているが、現在は社

会福祉法人の３倍近い会社組織の事業所があり、毎年５～６か所は増えている。そうした事業

所の職員の状態を考えると、研修不足が要因となって虐待事案などのマイナス面が出てくる可

能性があるので、そうしたことも計画の課題として考えていかないといけない。 

 寝屋川市にも差別解消支援地域協議会があるが、なかなか取り組みがすすまない。先週、内

閣府の差別問題担当の統括官の視察を受けたが、国も、差別解消が市民生活のなかに降りてい

ないと考えており、市町村は問題を整理して提起する大きな役割があると言われた。大阪府の

差別解消協議会で、差別事案などのマイナス面だけでなく、先駆的な取り組みなども宣伝して

広がりをつくるべきだと意見を言わせてもらい、それをメインにすべきという話になりかけて

いるので、この計画でも、そういうことをふまえて整理をした方がよいと思う。 

（北野委員長） 

 大事なことである。人材確保はとても大きな問題だが、営利法人などのいろいろな組織が参

入して虐待や金銭搾取などの問題が起きている。これは全国的な動きで、寝屋川市も無関係で

はないと思うので、大きな事件が起きる前に、チェックのしくみをしっかり考えないといけな

い。そのような法人は自立支援協議会にも参加しないと思うが、ジョイントして勉強すること

なども含めて、しくみを考えていかないといけない。 

 差別解消については、来年４月からは民間事業所でも合理的配慮が法的に義務化されるので、

よいモデル事例をどんどん出しながら前向きにすすめるように、差別解消協議会も回数や検討

方法など、建設的な対応を展開してほしいと思う。 

（事務局） 

 差別解消協議会は令和２年度に設置し、現場の子会議と親会議があるが、現状では親会議を

毎年１回開催している。昨年度は差別事案の報告に加え、研修の実施方法等についても検討し

ていただき、より広く周知できるよう YouTube で配信したり、保育や高齢分野の事業所にも

情報提供をして事業所向けの研修を行った。また、来年４月の法施行に向けた国のリーフレッ

トは障害福祉課の窓口や産業振興センターで配布し、連携して情報提供を行っている。 

（土佐委員） 

 表形式の資料は音声読み上げソフトは読めないので、この会議に出席する際にはガイドヘル

パーさんに資料を読んでもらっているが、１枚40分ぐらいで、読み切るのに１週間以上かかる。

一方、今回も資料を読んで新しい言葉を学んだ。勉強をさせてもらって感謝している。 

 会議の場所の話が出たが、会議に行く際の交通手段の問題もある。先日、路線バスの廃止の

ニュースが流れたが、私が保健福祉センターに相談など来るとき利用している２時間に１本の

路線もなくなってしまう。相談をすすめるのであれば、公共交通を利用して来る人もいるとい

うことを、頭に入れておいてほしい。また、団体の活動では集まって決めないといけないこと

が多々あり、できるだけ障害福祉課に近いところでやりたいということも、頭に入れてほしい。 

（北野委員長） 

 路線バスを含めた交通手段の確保は大事な問題なので、次期計画でも検討してほしい。活動

の場の確保も強調してほしい。 

（朽見委員） 

 冨田委員も指摘されたが、当事者の親として、子どもの状況がなにも変わらないのに障害支

援区分が下がることに非常に疑問があるが、窓口で聞いても説明はほとんどない。事務局から

ケースワーカーの状況について説明があったが、区分認定は３年間は変わらないということを

念頭に置いて考えてほしい。 

 先日の地域福祉計画の推進委員会には私も委員として出席したが、重層的支援体制整備につ

いては来年度に中核的な役割を担う庁内会議を立ち上げるということだったので、そうしたこ

ともふまえて、この計画も考えないといけないと思った。 

 子ども・子育て支援の計画にも障害児支援は書かれているが、さらっとしたものなので、こ
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の計画でしっかり考えていかないといけないと思う。特に、教育現場で、子どもどうしのいじ

めだけでなく、先生の差別的な表現や態度について、親の会の会員から聞くことがある。教育

委員会には人権研修をしっかりやるようお願いしており、受け止めてもらっているが、感染症

の関係でリモートでの研修が増え、内容を選択するかたちになっていると聞いた。現在は、過

去の府の教員採用人数の関係でベテランの先生がほとんどおらず、障害児の人権や権利擁護に

ついて、若い先生に教える機会が不足しているのではないかと思う。こうした状況について、

研修の充実を求めればよいのか、差別解消法に基づいて相談すればよいのかはわからないが、

先生の言動が子どもに与える影響が隠れているのではないかと不安なので、現状をしっかり見

て、福祉現場だけでなく教育の現場も含めた差別解消を考えてほしい。 

 保育所や幼稚園を利用している医療的ケア児が少しいると聞いているが、今はふつうに生活

できるが医療的なケアが必要な子どもが増えているので、地域の保育所や学校などに行きたい

というニーズをどう支援していくかを、次期計画に含めないといけないと感じている。 

 移動支援について、事前質問への回答で事業所が50か所もあると知って驚いた。会員からは、

児童はほとんど受けてもらえず、成人も新規の人は事業所が見つからないと聞いているが、ど

うなのか。 

（北野委員長） 

 障害支援区分の認定は生活全体を認識できるよう、聴き取りをする人の障害理解をしっかり

してほしい。また、重層的支援体制整備の事業が始まるということなので、障害の立場での希

望をこの計画で謳っておいてほしいということである。 

 学校については、昨年の新１年生では普通学級の児童の12％が困難な状況を抱えているとい

う統計を文部科学省が出しており、そのなかで子どもや親が胸を痛めるような発言があるとい

うことなので、虐待や差別と合理的配慮は、とても大きな問題である。普通学級を希望する医

療的ケア児への支援や合理的配慮を、条件整備としてきちんとすることを謳ってほしい。 

（奥村委員） 

 成年後見制度は非常にわかりにくいので利用者が少なく、家族会で使った人は１人しかいな

い。大阪府も利用促進の協議会を設置しているが、理解できないという人がほとんどなので、

だれにもわかりやすいようにかみ砕いた資料をつくらないと、なかなか手を出さないと思う。 

（北野委員長） 

 私も福祉の人間なので法的な細かなことはわかりにくいが、成年後見制度にはメリットもデ

メリットもあると聞く。奥村委員の意見として、家族会などで研修をして勉強してもらうのが

よいか、それとも、府などとも協議して、わかりやすいパンフレットをつくるのがよいか。 

（奥村委員） 

 制度の利用を考えるのは高齢者が多く、自分でパンフレットを読むのは難しいので、パンフ

レットを使った学習会で話すのがよい。それでも高齢者はなかなか来てくれないが、利用を考

える人はせめて足を運ぶように、市主体でやってもらえるとよいと思う。 

（北野委員長） 

 このことについて、市で自立支援協議会も含めて検討してほしい。 

（冨田委員） 

 成年後見制度の研修会は以前に自立支援協議会の地域活動支援部会で実施したが、講師が所

属されていた団体に契約の申込が殺到した。つまり、関心が低いわけではないが、利用の呼び

水のようになってしまう。一方、例えば、隣接市の会場で司法書士会のリーガルサポートや大

阪弁護士会が無料の相談会を実施しており、市で研修をするのがよいか、相談会などの情報提

供をするのがよいかなど、やり方が難しいのが正直なところである。また、パンフレットをつ

くっても、わかりにくい。しかし、本委員会の作業部会の親なき後等の問題検討会でも成年後

見の話は出ており、また、親が亡くなって相続の問題が起きたときは、成年後見制度を利用し

ないと対応が難しいという話も多く聞き、なんとかしないといけない。もう少し大きな視点で
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考えるべきだという問題認識をしているので、次期計画も市と協議したいと思っている。 

（北野委員長） 

 市も自立支援協議会と連携して取り組むよう、よろしくお願いする。 

（朽見委員） 

 本日の午前中に、前回の委員会で配付された親なき後のアンケート調査の報告書をもとに、

成人期の子どもがいるお母さん方と意見交流会を行った。そのなかで、市の「福祉のてびき」

は、親なき後に知的障害の人が見て相談するのは難しいので、親なき後等の問題検討会で示さ

れた「困りごと」の項目に沿って市内の相談先や電話番号などが書かれた、親が子どもに教え

られるようなパンフレットができないかという意見が出た。 

 また、地域生活支援拠点について、寝屋川市では面的整備としてネットワークのなかでつく

っているが、365日、24時間対応してくれる中心となる場所がないと、緊急時の対応が難しい

のが現状だという意見も出たので、伝えておきたい。 

（北野委員長） 

 「福祉のてびき」はきちんと書かれていてありがたいが、知的障害のある人にわかりやすい

かたちにするのも大変なので、パンフレットのような感じで、大事な部分だけをわかりやすく

説明するようなものがあるとよい。これは、親の会の方で若干のイメージをつくり、作成の予

算を市が確保するなど、協議をしながら取り組んではどうかと思う。また、地域生活支援拠点

は大きな課題なので、面的整備をどう展開するのかを明確に謳ってほしいということである。 

 事務局から、その他の案件はないか。 

（事務局） 

 前回の委員会でご協議いただいた親なき後等の問題についての事業者の意見の聴き取りを、

施設協議会や自立支援協議会のなかで、事業所ヒアリングのかたちで実施した。ヒアリングは

10月末に終了し、現在、集約を行っているので、あらためてご報告させていただく。 

（北野委員長） 

 次回の委員会で、資料を配付してほしい。 

 公募委員のお二人にも来てもらっているが、なにか意見はないか。 

（栃木委員） 

 成年後見制度の話が出たが、親族の障害者が相続の際に負の遺産の問題に巻き込まれ、私が

家庭裁判所でいろいろな手続きをしたが、書類の作成や審査に非常に労力と時間がかかった。

こうした問題はいつ起きるかわからないことで、成年後見制度は知っておいて損はないので、

みんなで知恵を絞り、みんなが知る機会を設けてほしい。 

（北野委員長） 

 よい提案をしていただいた。 

 それでは、最後に副委員長にご意見をいただきたい。 

 

３ 閉会あいさつ（山下副委員長） 

 委員のみなさんの議論に感謝する。国の政策に沿ってある程度の枠は決まっているが、取り

組みを持続させていくためには、事業所の職員の確保や移動の確保などを考えていかないと、

行き詰まってしまう。いろいろな意見をいただいたが、優先順位をつけてしっかり検討し、言

うべきことは言わないと、国まで上がっていかない。また、事務局にもしっかり汲んでもらい、

計画にも盛り込んでほしい。 

 障害支援区分の認定については、私も介護や障害の認定審査会に関わっているので申し訳な

いと思って聞いたが、状態を調査にしっかり反映してもらうことが基本になるので、現場の人

が頑張っていることはわかるが、うまく回っていくようにしてもらえればと思う。 

 このように会議をすることで問題点が出てきて、解決に向かっていくと思う。私も勉強にな

り、意味のある会議だったと思う。 
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（北野委員長） 

 副委員長が言われたように、よい支援が続けられるように、本人中心の視点で見てほしい。 

 事務局から、次回の予定等を知らせてほしい。 

（事務局） 

 次回の委員会は12月22日（金）の 13:00～15:00 に、保健福祉センター５階会議室１・２で

の開催を予定しているので、よろしくお願いする。 

（奥村委員） 

 資料のサイズがいろいろで、机が狭いと読みづらく整理も大変なので、同じ大きさにまとめ

てもらえないか。 

（事務局） 

 今回は図でお示しする資料があり、縮小すると文字が読みにくいためこのようなかたちにし

たが、今後は可能な限り考えていく。 

（北野委員長） 

 それでは、以上をもって終了する。みなさんの議論に感謝する。 

 

（閉会） 

 


